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【事務局】  定刻となりましたので、ただいまから第４回標準管理規約の見直し及び管

理計画認定制度のあり方に関するワーキンググループを開会いたします。委員の皆様方に

おかれましては、御多忙のところ御出席いただきまして、誠にありがとうございます。 

 私は、事務局を務めさせていただきます国土交通省住宅局参事官（マンション・賃貸住

宅担当）付企画専門官の○○でございます。本日はよろしくお願いします。 

 本日の会議は、会議室による対面方式とオンライン方式でのハイブリッドでの開催とな

っております。本日は、○○委員、○○委員、○○委員、○○委員、明海大学の○○委員

につきましてはオンライン会議での御出席となります。また、一般社団法人マンション計

画修繕施工協会の○○委員の代理で○○様が御出席されております。 

 オンラインでの参加者におかれましては、回線負荷軽減の観点から、発言者以外はカメ

ラ・マイクをオフにしていただくようお願いいたします。音声が聞こえないなどのトラブ

ルがございましたら、チャット等で御連絡ください。また、御発言いただく際には、対面

参加の委員につきましては挙手を、ウェブ参加の委員につきましては、リアクション機能

にある挙手ボタンを使用し、お知らせください。発言される際には、カメラ・マイクをオ

ンにして御発言ください。 

 本日の会議は録音・録画させていただいておりますので、あらかじめ御了承ください。 

 本日の資料に関してですが、委員の皆様へ事前にお送りした議事次第に記載しておりま

す配付資料一覧のとおり、資料が５点、参考資料が６点の全部で１１点でございます。不

備等ございましたら、事務局までお知らせいただきますようお願いいたします。 

 それでは、議事に入りますので、これ以降の進行は○○座長にお願いしたく存じます。

どうぞよろしくお願いいたします。 

【○○座長】  皆さん、御多忙の中御参加いただきまして、ありがとうございます。そ

れでは、ただいまから第４回標準管理規約の見直し及び管理計画認定制度のあり方に関す

るワーキンググループの議事を進めてまいりたいと思います。 

 まず、議事の１つ目、「マンション標準管理規約の見直しについて」に関して、事務局
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より説明をお願いいたします。 

【事務局】  住宅局の○○でございます。よろしくお願いいたします。それでは、資料

１「標準管理規約の見直しに係る検討項目」ですけれども、前回同様、黄色の箇所の項目

を今回のワーキングで検討させていただきます。 

 続きまして資料２、マンション標準管理規約の見直しは、第３回ワーキングの検討を踏

まえ修正点を説明させていただきます。 

 まず１ページ目ですけれども、検討項目１、ＥＶ用充電設備の設置推進についてです。

御意見といたしまして、敷地の加工に関する記載が不足しているのではないかとの意見を

踏まえまして、敷地に関する記載を追加しております。 

 ２ページに移ります。組合員名簿の更新等ですけれども、「組合員資格」と「区分所有

権」という文言が混在しているため統一すべきとの意見を踏まえまして、届出書のタイト

ルを「組合員資格・取得喪失届出書」から「区分所有権取得・喪失届出書」へ変更いたし

ました。 

 次の３ページなんですけれども、こちらは大きな変更はございません。 

 ４ページに移ります。意見と対応ですけれども、サブリースのように専有部分を転貸す

るケースにおいては、賃借人ではなく実際に居住する転借人の情報が必要になるとの意見

を踏まえ、１９条関係のコメントに追記させていただいております。 

 続きまして、５ページは管理規約の変更した際の取扱いについてですが、御意見といた

しまして、アとイ両方の作成方法を記載するのみでは意味がないのではないかとの意見を

踏まえ、アとイを併記いたしますけれども、閲覧する際の利便性等を考慮して、ア、規約

原本とは別に、変更内容を反映した冊子を作成し、理事長が署名する方法によることが望

ましい旨を追記しております。この改正案にすることによりまして、今後新築マンション

に関してはアの手法を採用することが望ましいと考えておりますし、管理業者、管理組合

にもアの手法が浸透してきた際には、イの手法を将来的には削除していくことも考えられ

ると思われます。 

 続いて６ページ目ですけれども、修繕積立金の変更予定でございます。開示する長期修

繕計画は総会で決議されたものとすべきとの意見を踏まえ、別添４の８に反映いたしまし

た。 

 ７ページに移ります。コメント、６４条関係の⑦に前ページで変更予定ありの説明も追

記いたしました。また、均等積立方式及び段階増額積立方式の定義を記載すべきとの意見
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を踏まえまして、⑧に反映しております。 

 続いて８ページ、物流革新への対応ですけれども、こちらは御意見をいただいたものを

それぞれ反映しております。 

 資料２の説明は以上となります。 

 続きまして、資料３は、標準管理規約の改正案に関する意見募集の資料となります。パ

ブコメについてですけれども、募集期間については、近日中に意見募集を開始しまして、

１か月間実施していく予定となっております。募集要領、改正案の概要及び参考資料にあ

ります標準管理規約の新旧対照表も公表してまいります。 

 私からの説明は以上となります。 

【事務局】  住宅局参事官（マンション・賃貸住宅担当付）の○○と申します。私から

資料４について御説明したいと思います。 

 現在、こちらのワーキンググループと並行するような形で、外部専門家等の活用のあり

方に関するワーキンググループで検討しているところでございます。こちらについて、第

１「ワーキンググループの概要」に書いてありますとおり、第三者管理者方式における留

意事項を示したガイドラインの整備に向けた検討などを行っているところでございます。 

 第２の日程でございますが、昨年の１０月に開始をしていまして、現在第４回まで進ん

でいるところで、ガイドラインの改定案についてお示ししておりまして、第５回、２か月

後に改定案の取りまとめを行おうと考えているところでございます。 

 第３の「検討状況」にございますとおり、こちらについて、管理者についています注意

事項と、あとその注意事項を踏まえた規約例の提示を行っているところでございます。例

えば、管理者による適切な情報開示、利益相反防止のための措置、監事が担うべき権限な

どについて、注意事項、規約例の提示を行っているところでございます。 

 また、区分所有者の意思を適切に反映するための体制整備について非常に多く御意見ご

ざいましたので、そちらについての注意事項、規約例の提示を行っているところでござい

ます。御参考までに参考資料５として例をおつけしていまして、こちらのほうでそれぞれ

のテーマのページを打っているところでございます。 

 私からの説明は以上でございます。 

【○○座長】  説明どうもありがとうございました。ただいま、資料の１、２、３、４

についての御説明をいただきましたので、これにつきまして皆様に御質問、御意見を伺い

たいと思います。発言を行う委員の皆様に関しては、できるだけ簡潔にということで、御
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協力よろしくお願いいたします。いかがでしょうか。 

 ○○委員、お願いいたします。 

【○○委員】  先ほどの規約原本のところなんですけれども、この書き方は規約原本と

は別にということになると、２つ存在するようなイメージになっちゃうんですね。あるい

は、新たに作成したものが規約原本ではないようなイメージがあるんですけど、ここら辺

の表現をもう少し、新たな規約原本というような形にならないかと思いまして。 

【○○座長】  ありがとうございます。標準管理規約７２条のところで、具体的に言い

ますとコメントのところでしょうか。資料２の５ページでよろしいですか。 

【○○委員】  ここの②のアの文章です。 

【○○座長】  「規約原本とは別に、変更内容を反映した冊子を作成し、理事長が署名

する方法」というのでは分かりにくいですか。 

【○○委員】  規約原本というのは、元のいっぱいついたものになっちゃって、新しく

作ったやつは規約原本ではないという解釈になりますよね。 

【○○座長】  そういう誤解を与えるということですね。 

【○○委員】  そういう意図で書かれているのかどうかもなんですけど、私が言ってい

たのは、規約原本はもともとあった規約原本に変更の書類がついているやつを反映した新

しい規約原本を作成するという意味で言っていたんですね。だから、ちょっと違う意味に

なっちゃうのかなと思いまして。 

【○○座長】  そちらも規約原本であるけれども、形式が違うということですね。元の

ものに対して。 

【○○委員】  要は、規約原本自体を更新するという意味で、どんどん変更を取り入れ

た新たな規約原本が更新されていくというようなイメージだったんですけど。 

【○○座長】  御発言の御趣旨は分かりました。これはいかがでしょうかね。そういっ

たものを規約原本って呼んでよろしいということでしょうか。 

【事務局】  国土交通省、○○です。○○委員がもともとそういう御意見をおっしゃっ

ていただいたことについても理解しておりまして、趣旨は理解しておりました。今の修正

案の書き方は、そういう意味では、それと区別して、あえてこういう書き方になっている。

御意見を踏まえまして、改めて、○○委員も含めて、もう一度検討してみて、御相談とか

させていただくこともあるかと思います。また引き続き検討いたします。 

 １点補足で、今回の改正案につきまして、近々パブリックコメントをかけさせていただ
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きますということで先ほど御紹介させていただきましたが、日程とこの会の第５回、第６

回の関係から、パブリックコメントはおおむね現行の今お示しした案に近い形で反映でき

る部分は反映いたしますが、そういった形でパブリックコメントはかけさせていただきま

す。もちろんパブリックコメントに並行して、もしくは第５回の会議とかに御意見いただ

いたものが反映されないわけではありませんので、パブリックコメント自体は、現在お示

しした案に近い形でお示しさせていただきます。 

【○○座長】  ありがとうございます。そうしますと、確認ですが、今日のこの会議が

パブリックコメント前の最後の会議ということですね。 

【事務局】  そのようになります。 

【○○座長】  今日の中で意見を取りまとめていただいて、それを反映できるものと反

映できないものがあるかもしれませんが、そうした形でパブリックコメントをかけて、そ

れを踏まえてのまた会議があるということかと思います。さて、今のところ、いかがでし

ょうか。規約原本という形で、ちょっと誤解を生むような表現になるということです。 

 ○○委員、お願いいたします。 

【○○委員】  前にこの点が議論になったときも発言させていただいたんですけれども、

今回の提案が、そもそも標準管理規約の従前の７２条の１項、電磁的方法が可能な場合も

可能でない場合もどちらもですけれども、区分所有者全員が書面に署名したもの、あるい

は電磁的方法の場合は電磁記録に電子署名したものを規約原本とするという定義を用いて

いまして、要は、原始規約を規約原本とするという、こういう定義づけをした上で今の標

準管理規約が整理されているので、○○先生おっしゃっていることは私も十分理解してい

るんですけれども、多分それを行うとなると、定義自体からいじらなければならないとい

うことになるのかなと理解しています。なので、定義のところから整理すれば、○○先生

がおっしゃったような整理はあり得るのかと思うんですけれども、繰り返しですけれども、

この定義自体を多分変えた上で整理し直さなきゃならないということかと思います。 

【○○座長】  ありがとうございます。 

【○○委員】  前にもちょっと意見させていただいたのは、ここで例えば、ア）のとこ

ろ、もともとの規約原本は原始規約とし、変更内容を反映した冊子を作成し、これを新た

な規約原本とするとか、そういうような形という話で私は意見をさせていただいたかと思

います。 

【○○座長】  ありがとうございます。御意見を頂戴いたしましたので、一度こちら、
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お預かりさせていただいて、またしっかりと議論していきたいと思います。ありがとうご

ざいます。そのほかにお気づきの点、ございますでしょうか。 

 ○○委員、お願いいたします。 

【○○委員】  検討項目４の修繕積立金の変更予定のところの別添４の上の段の緑色の

字のところなんですが、「②については長期修繕計画上の変更予定時期及び変更予定金額

を記載」となっております。その下の８項のところに、長期修繕計画がある場合はそれを

添付となっていまして、この（３）のところの変更予定時期と変更予定金額というのは長

期修繕計画に載っていますので、添付がある場合にはここは省略可能と理解をさせていた

だきたいんですが、それでよろしいでしょうかということです。 

【○○座長】  分かりました。その点もコメントに書いておいたほうがいいですか。今

はないんですけれども。 

【○○委員】  あればありがたいということです。あと、もう一つよろしいでしょうか。 

【○○座長】  はい。 

【○○委員】  第三者管理者方式のガイドラインのほうに規約の変更案が載っているん

ですが、第三者管理者方式ガイドラインは、既にパブリックコメント等もかかっているの

で、この規約は多分、これが発出されるときにそのまま出るんだと思います。ですので、

こちらの標準管理規約のパブリックコメントを出すときか、もしくは本物が出るときに、

第三者管理者方式のときは、こちらに規約がありますよということで、この連続性といい

ますか、接続を取っておいていただけると非常に分かりやすいかと思いますので、そちら

もお願いしたいと思っております。 

 以上です。 

【○○座長】  ありがとうございます。２点ございまして、１点目は、こうした書き方

で、コメントになくても実質的には長期修繕計画をつければいいかということでございま

す。もう１点は、皆さんも気になっていたと思いますが、第三者管理者方式のガイドライ

ン、そちらとの連携という意味で、このコメントにそちらをしっかり見てくださいという

ようなコメントを入れるという点かと思いますが、この２点についていかがでしょうか。 

【事務局】  ６ページの別添４の関係で言いますと、御意見については承りました。一

方で、長期修繕計画の修繕積立金の変更予定額とか予定時期は特に関心が高いのかなと思

っておりまして、明示的にこちらに記載しておりますとともに、長期修繕計画自体が広く

しっかり見られるという環境は必要だと思っておりますので、これとこれが１対１かとい
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うとまた違うと思いますので、現時点では事務局案としては長期修繕計画も公開していく、

そういった案にしております。 

【事務局】  ２つ目の御指摘ありがとうございます。今回、ワーキンググループを２つ

並行してやっていまして、我々としても、新たな外部専門家のガイドラインについては、

ぜひ皆様に広く見ていただきたいと考えているところでございます。周知の方法とかにつ

いて、標準管理規約に直接位置づけるものではないので、どういった形になるのか分から

ないですけれど、こちらの標準管理規約もこちらのガイドラインも非常に重要なものとし

て広く周知することが必要だと思いますので、その方法について考えていきたいと思って

おります。 

【○○座長】  ありがとうございます。そうしますと、今の御説明によりますと、長期

修繕計画を添付しても、変更の予定の時期とか額は抜き出して分かりやすく、開示いただ

きたいという理解でよろしかったですか。 

【事務局】  はい。 

【○○座長】  そして、第三者管理者方式も、そちらのほうをみていただくような機会

と手段をこの中にどう位置づけていくか、あるいは、別のところで位置づけるかというこ

とも含めて御検討いただけるということでございます。そのほか、いかがでしょうか。 

 ○○委員、その後、○○委員、お願いいたします。 

【○○委員】  ○○です。２ページの表なんですけれども、「区分所有権取得・喪失」

と名前が変わりました。これは、見るとすぐこういうことかなと分かるんですけれども、

その次のページの変更届出書についてはタイトルがないもので、管理組合のほうで見ると

すると、何の変更届かなということが分かるように、何らかのタイトルがあるといいなと

いうことで、前回伺ったところによると、「変更届」という名前がつく様式は他にないか

ら、あえて変える必要がないのではということなんですけれども、お願いとして、何らか

のタイトルをつけていただけると我々も見やすい、こういうふうに思いますので、よろし

くお願いします。 

【○○座長】  ありがとうございます。具体的には３ページのところの変更届出書、何

の変更届なのかということですね。これが分かりやすく、利用しやすくなるような工夫を

再度御検討いただきたいということですので、ありがとうございます。 

 そして、○○委員、いかがでしょうか。 

【○○委員】  ありがとうございます。○○でございます。１点だけ。前々回、個人情
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報の話をさせていただいて、前回、個人情報について資料なども御用意いただいていただ

き、今回資料では４ページのところになります。前回、第三者というのは他の組合員も含

まれますかと質問させていただいて、その場で弁護士先生に御相談になり、多分含まれる

という回答をいただきましたが、その後、正式に国交省のほうでも改めて検討されるとい

う御回答だったかと思いますので、国交省で御検討になった結果を教えてもらえればと思

っております。よろしくお願いします。 

【○○座長】  ありがとうございます。私も標準管理規約全体を見直したときに、第三

者って具体的に何を指すんだろうと思いました。そして重要な御指摘ありがとうございま

す。第三者ということで改めて確認でございますが、いかがでしょうか。 

【事務局】  御指摘ありがとうございます。前回、委員の皆様からも御見解を示されま

したけど、我々のほうでも改めて検討しまして、この第三者に他の組合員は含まれると考

えられると思っております。 

【○○座長】  ありがとうございます。○○委員、大丈夫でしょうか。 

【○○委員】  結構です。ありがとうございます。 

【○○座長】  ありがとうございます。そのほかお気づきの点、御意見、御質問等ござ

いましたらお願いいたします。大丈夫でしょうか。 

 ○○委員、お願いいたします。 

【○○委員】  これは確認なんですけれども、今、資料２の１９条の４ページのところ

ですね。現行で１９条の２というのがありますよね、標準管理規約で。そして、これも私

の誤解ですと恐縮なんですけれども、１９条の２「暴力団の排除」という規定で、そこに

は専有部分を第三者に貸与するという場合がありますけれども、区分所有者が反社会的勢

力などに譲渡するというのが現行の１９条の２では含まれてないような気がするんですけ

れども、やはり暴力団員など、そういう反社会的勢力に譲渡する場合も必要になってくる

のかなということで、今回の検討とはずれますけれども、もし私の理解が正しければ、そ

ういったこともこの際、検討していただければと思います。区分所有権を第三者に売却す

るなんていう場合です。そこに反社会的勢力などが入ってくるというのは、区分所有者の

共同の利益になりませんので、私の理解が正しければ、その辺りを検討していただければ

と思います。直接の今回の検討じゃなくて申し訳ございません。 

【○○座長】  ありがとうございます。何かコメントありますか。標準管理規約の１９

条の２のところでございますか。 
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【事務局】  御指摘ありがとうございます。１９条の２の本文自体につきましては、○

○委員御指摘のとおり、貸与だけについて書いておりますので、譲渡については触れてい

るものではございません。一応コメントを見ますと、１９条の２関係の②で、暴力団員の

譲渡については、賃貸契約に係るものと同様の取決めを区分所有者間で結ぶといった対応

することが考えられるといった形で、一応コメントで譲渡について触れているところでは

ございます。このコメントでは不十分で、もう少し本文に加えるとか、コメントもコメン

トでもう少し詳しめに書くとか、そういったところについては、本日新しくいただいた論

点になりますので、改めて検討したいと考えております。 

【○○委員】  よろしくお願いします。 

【○○座長】  ありがとうございます。 

 ○○委員、お願いいたします。 

【○○委員】  １９条の２のコメントの、今おっしゃられた部分なんですけれども、こ

れ、区分所有者間で取決めを結ぶという言い方をしておりまして、あえて規約で定めると

は書かれてないのかなというふうに、このコメントを見ておりまして、確かにできれば○

○先生がおっしゃられたような、譲渡について、反社に売ってはならんという規定を盛り

込むことが私も望ましいと思っているんですけれども、恐らくこれ、規約事項なのかどう

かというところの悩みがあって、コメントのような、あえて規約で定めるではなく、コメ

ントに落としつつ、かつ区分所有者間の取決めという言い方をされているのかなというふ

うに、以前このコメントを入れたときにそうしたのかなと推察しております。なので、根

本的にどこまで規約事項としてこの事項を取り込めるかということを考える必要があると

思っておりまして、○○先生御指摘のとおりで、共同の利益との関係で、その辺は多少解

釈に幅があるのかなという気もしておりまして、区分所有法に定められている規約事項と

共同の利益との関係を踏まえて、反社への譲渡ということを整理する必要があるのかなと

感じております。 

 感想みたいな話ですけれども、以上です。 

【○○座長】  ありがとうございます。 

【○○委員】  ただいまの点なのですけど、前の改正のときにこれが入った経緯という

か、先ほど○○委員からありましたように、これ、当事者の取決めなんですよね。規約に

書けないという理解があったのじゃないかと思います。というのは、賃貸するなとか譲渡

するなという、そういうこと自体を規約に書くのはいかがなものかと。それで、当事者間
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で、もし売った相手が反社だということが分かったら解除できますという、そういう条項

を売買契約の中に入れてもらって、その売買契約上の解除権を管理組合側が代位行使する

というような構成は可能なんじゃないかというような検討も踏まえて、これ多分、当事者

間になっているはずなんです。だから、規約にそのまま書けるかどうか、ちょっと疑問点

があるんじゃないかなと思います。 

【○○座長】  ありがとうございます。 

【○○委員】  度々すみません、○○です。今のことの延長なんですけれども、先ほど

共同の利益の話をさせていただいたんですけれども、例えば暴力団が専有部分を使ってい

て、あるいは区分所有権を有していて、そこが抗争の場になりそうだとか、そういうとき

には競売請求が認められるという意味では、解釈上所有権が奪われるという、こういう場

面もありますので、属性のみでいいのかというのはちょっと議論の余地があるんですけれ

ども、属性によって譲渡の相手方を制限するような、こういう解釈ももしかしたら、一定

程度は区分所有法上許容されていると見る余地もあるのかもしれないなと今ちょっと考え

ていて思いまして、ですので、先ほどの話に戻るんですけれども、規約事項と共同の利益

との両方を考慮した上で、どの程度規約で定められるのかということを考えるべきなのか

と思いました。 

【○○座長】  ありがとうございます。重要な御指摘でございますが、誤字の修正レベ

ルではないと思いますので、しっかりと検討させていただくお時間も頂戴したいというこ

とをお願い申し上げたいと思います。大変重要な御指摘ありがとうございます。そのほか

に御意見ございますでしょうか。 

 ○○委員、お願いいたします。 

【○○委員】  ありがとうございます。資料２の６ページのところで、計画修繕関係、

８について書いていただいております。②のところで、共用部分の修繕実施の状況につい

て、工事の概要をお知らせするということが非常に重要なことだと思います。修繕実施状

況の修繕の定義がどうかと思っているんですけど、修繕及び改修の実施状況をお知らせす

ることが必要なんだと思います。性能向上にどれだけ取り組んでいるかということは、高

経年マンションの購入をするときに必要な情報になると思いますので、ここの書きぶりを

変えたほうがいいのか、御検討をお願いできないかと思います。今日の議論、今回の議論

とあまり関係ない点かもしれませんけれども……。 

【○○座長】  ○○委員、具体的に何ページのどこになりますか。 
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【○○委員】  ６ページの８。８の計画修繕関係の②です。 

【○○座長】  ②のところで、修繕実施状況だけではなく改修という言葉もいれるとい

うことですね。 

【○○委員】  「修繕及び改修の実施状況」という書きぶりはいかがでしょうか。 

【○○座長】  分かりました。これも皆さんに御意見をいただきたいと思いますが、大

きく見ると、修繕の中に改修が入ってくるという考え方もあるのかなと思ったもので、ぜ

ひ皆さんの御意見をお願いします。修繕だけではなく、いわゆる改修とか耐震補強とかい

ったものも入ったほうが分かりやすいという意味ですよね。 

【○○委員】  そうなんです。耐震補強の話が出たので、１つ、今どうしても言ってお

いたほうがいいかなと思うことを述べさせていただきますが、今日の参考資料の２で、ほ

ぼ全文が出ていると思うのですけれども、最後のページの５８ページですか、最後から１

つめくっていただいて、５８ページのところで、左側の上から４行目に②「共用部分等の

修繕実施状況」というのが書いてあって、ここに工事の概要とあるんですが、この２つ下

のセンテンスのところに、１０「耐震診断の内容」と書いてあります。多分これは宅建業

法の関係で、耐震診断をしたかどうかということがここに書かれるのだと思うんですけれ

ども、むしろ重要なのは、耐震診断をしたこと、それから耐震改修を行っているかどうか

ということが重要であると思います。この１０の書きぶりを耐震診断だけでいいのかどう

かというのは、できれば耐震改修工事を実施したかどうかということも入れていただくの

がいいのかと思いますが、法律上難しいのであれば、その前の、先ほどの資料のところに

書いてあった８の計画修繕の中に、ここに耐震補強が入るような形にうまく書きぶりを変

えていただくのかどうか、その辺を御検討いただけないかと思いました。 

 以上です。 

【○○座長】  ありがとうございます。重要事項説明の中に耐震診断したか、しないと

か、ということも求められてきますから、そういった情報が求められているが、書く欄が

ないから、せっかくしているのなら書いてないということがないようにということですね。

そしてそれが把握しやすい形がよろしいのではないかということでございますが、いかが

でしょうか。これに関して御意見を頂戴できたらありがたいですが、明海大学の○○委員

は今日オンラインですが、いかがでしょうか。 

【○○委員】  修繕と改修とすると、改修の中に修繕も含まれているので厳密に言うと、

修繕と改良となるのかなと思います。修繕工事並びに改良工事の実施状況とか、そんな形
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の表現になると考えています。ただ、それはそれで少々くどい印象があります。。 

【○○座長】  ありがとうございます。でも、耐震診断をした後の耐震補強がしっかり

分かるような形が望ましいというのは、そういう方向でよろしいでしょうか。 

【○○委員】  そうですね。もっと言うと、耐震補強だけを指すのであれば、修繕や改

修ではなくて改良工事ですよね。 

【○○座長】  はい。 

【○○委員】  耐震補強と８の②の話は分けて考えた方が良いと思います。耐震につい

ては、「耐震診断の実施の有無」、「耐震診断の結果、要するに診断結果がＮＧだったかＯ

Ｋだったか」、そして「ＮＧだった場合の対応として耐震補強工事を実施しているかして

いないか」、この３種類を書く必要があると思います。 

【○○座長】  ありがとうございます。そのほか、今日は○○委員が、オンラインでし

ょうか、入っていただいていると思うんですが、御意見いかがでしょうか。 

【○○委員】  私もちょっとばたばたしていて途中から入ってしまったので的外れでし

たら申し訳ないんですが、耐震のほうは、今、皆さんおっしゃったとおりだと思いまして、

修繕、改修、改良という名前のところに関しては、たしかほかの部分でも、どこまでが修

繕、改修、改良というのは話が出ていたと思うので、かといってここで、そっちでもどれ

がどこまでというのは難しかった話だと思うので、もし何か言葉を決めるのであれば、最

初に定義として、ここの話ではこういうことを言っていますと定義するなり、もしくはこ

こでは修繕等とごまかすぐらいの、言葉を定義するのは非常に難しいかなと思って聞いて

おりました。 

【○○座長】  ありがとうございます。この項目が計画修繕ですから、そこの中で誤解

のないようにということで対応していきたいと思います。 

 ○○委員、関連でよろしいですか。 

【○○委員】  関連です。別に工事に関する専門的な話ではなくて、用語をちょっと確

認したいと思いまして事務局に質問したいんですけど、ほかのマニュアルとかの横並びで

考えたほうがよいかなと思っておりまして、長期修繕計画策定のガイドラインを見ますと、

「長期修繕計画の目的」というところに、「適時適切な修繕工事を行うことが必要です」

ということと並んで、また、「必要に応じて建物及び設備の性能向上を図る改修工事を行

うことも望まれます」というふうに、性能向上改修工事も長期修繕計画の目的に含めて一

応整理はされておりまして、そうすると、ここの標準管理規約で言っている「修繕」とい
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う言葉も、性能向上改修を含めた意味で起案されているのかなと思いまして、ちょっと用

語を確認したいと思いました。 

【○○座長】  ありがとうございます。重要な御指摘ですね。国交省が出す文書によっ

ては全然違うものを指しているということがあってはいけませんので、おっしゃるとおり

かと思いますが、ここで指している「修繕」というのは、今おっしゃっていただいたよう

な、いわゆる性能向上を含んだ改修、また改良と呼んでいるものも含まれるかと思います

ので、今御指摘いただきました趣旨を踏まえて検討させていただくということでよろしい

でしょうか。 

【事務局】  皆様、御意見ありがとうございました。１点だけ、私からも確認したいの

が、これ、実務ではどうなっているのかなというのを。 

【○○座長】  早速、○○委員、お願いします。 

【○○委員】  マンション管理業協会の○○でございます。実務上どうなっているかと

いうのは、私も所属している自分の会社のことしか分からないんですが、当社の場合でい

きますと、計画修繕ということですので、長期修繕計画の支出があったものは、これは会

計処理を当社でやらせていただいていますので、何の工事をいつしたのかというのは、会

計データに全部あります。それを引っ張ってきて、ここの修繕工事というところに、いつ

どんな工事をしたということで連携させて作成していますので、あまり言葉の定義にはこ

だわっておらず、積立金会計から支出された工事は全部載せております。 

【○○座長】  ありがとうございます。もう一方、実務はどうなっているかということ

で、○○委員からお願いいたします。 

【○○委員】  言葉の定義というのはいろいろ難しいんですけど、昔、大規模修繕工事

じゃなくて「大規模改修工事」と言っていたのが、いつの間にか「大規模修繕工事」と統

一されているというのはあったと思うんです。ここら辺の定義は少し整理したほうがいい

のかなと思うのと、あと、この前の修繕実施状況の修繕なんですけど、「修繕」というと

全部入っちゃうので、ここ、「計画」を入れたほうがいいと思うんです。表題が計画修繕

関係なんです。我々、現場のほうでやっていると、修繕積立金から出す長期修繕計画に書

かれているものを計画修繕と言って、極力これだけを修繕積立金の取崩しで賄うというの

で定義分けしているので、ここら辺は明確に入れておいていただいたほうがいいかと思い

ます。 

【○○座長】  ありがとうございます。そうですね、一時期「大規模改修」と呼んでい
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た時期もありましたけどね。おっしゃるとおりでございます。 

【○○委員】  今、「計画修繕」としたほうがいいという御指摘がありまして、そのほ

うが多分整理しやすいのだと思うんですが、一般の方がマンションを購入されるとき、計

画修繕であるかどうかよりは、ちゃんと修繕を行っていて、それなりの性能向上に取り組

んでいるかどうかということを知りたいのではないかと私は思うので、改修といいますか、

実務者としては改修と言ってしまうんですけれども、性能向上について取り上げる項目が

あったほうがよいのではないかと強く思います。 

【○○座長】  御趣旨は理解しておりますので、そういったものがしっかり反映できる

形ということで検討させていただきたいと思います。ありがとうございます。 

 ○○委員、お願いいたします。 

【○○委員】  管理組合としては、大規模修繕工事というのは通常言う言葉になっちゃ

っていまして、その中に改修があったり改良があったりしても、「大規模修繕工事」とい

う言葉で言っちゃっているという事実はあるんです。この前のマンションのほうで質問は、

改良があるのに、だから大規模改修工事が正しいんじゃないかというような言い方をされ

たんですけれども、これはオーソライズされた言葉だから大規模修繕工事でいきましょう

ねというふうにしちゃったんですけれども、「修繕」という言葉が長期修繕計画にもあり

ますので、この言葉を直そうとすると長期改修計画とか別の言い方が必要になってくるか

と思うんですけれども、我々のというか、管理組合の常識としては、大規模修繕工事とい

うのは全て含んでいるというような感覚で今捉えています。 

【○○座長】  ありがとうございます。様々な角度から現場を教えていただきまして、

ありがとうございます。修繕というのは幅広く捉えているという実態もあるよということ

でございまして、御意見大変ありがとうございました。皆様の貴重な御意見をいただきま

した。 

 続きまして、議事２ということで、またお時間がございましたら戻りたいと思いますの

で、「管理計画認定制度のあり方について」ということで事務局から説明をいただきたい

と思います。それでは、説明をお願いいたします。 

【事務局】  それでは、御説明いたします。まず２ページ目をめくっていただき、初め

に管理計画認定の制度の概要となります。こちらは第１回でも説明しますので省きますけ

れども、令和４年４月からスタートしまして、昨年の１２月末時点で３７８件の認定実績

がございます。 
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 ３ページは適正化推進計画の作成動向となります。地方公共団体の推進計画の作成は順

調に進んでおりまして、右の図のとおり、令和６年３月にはマンションストック総数の９

割超のマンションが認定制度の対象となる見込みでございます。 

 ４ページ目が認定制度の月別の認定状況でございます。実績は堅調に推移しておりまし

て、ピーク時には月７０件の認定がございました。 

 続いて５ページなんですけれども、「認定制度の更なる普及・促進にむけて」でござい

ます。 

 ６ページに移りまして、その論点等になります。最初の白丸３つなんですけれども、認

定制度がスタートしまして間もなく２年を迎えるんですけれども、認定件数も徐々に増加

し、先ほど言いましたけれども、推進計画の作成も進み、本年度末には９割超が認定制度

の対象となる見込みなんですけれども、マンションストック総数から見ますと、まだまだ

認定件数は限定的でございまして、今後も普及・促進に向けた取組を強化していく必要が

あると考えております。 

 論点なんですけれども、１つ目が、地域により認定実績に大きな差がある状況でして、

地方公共団体による制度の積極的な周知等の取組が重要と考えるんですけれども、優良な

取組例を全国に横展開していく必要があるのではないか。２つ目が、認定制度の普及に当

たっては、認定取得によるインセンティブの充実が有効と考えますけれども、現行のイン

センティブの活用状況など、今後どのような観点で充実を検討していく必要があるか。３

つ目が、意見等を基に、認定申請や審査手続等のさらなる円滑化を図るため、ガイドライ

ンやＱ＆Ａなどの充実を図っていくべきではないかとなります。 

 ７ページから、地方公共団体による認定制度の周知等の取組となります。 

 ８ページに移ります。認定制度の検討に向けまして、アンケート調査を実施しておりま

す。アンケートの項目としては、認定制度の見直すべき基準、追加すべき基準等、その他、

様々な意見を地方公共団体や関係団体を通じて、会員の方たちに御回答をいただいており

ます。 

 ９ページなんですけれども、都道府県別の認定実績となります。マンションストック数

の多い地域を中心に今取得が進んでおるんですけれども、実績が１件もない県もございま

す。また、実績の一番多い神奈川県でも、横浜市ですとか川崎市など、ほぼ特定の市内の

実績になっているのが現状でございます。 

 １０ページですけれども、地方公共団体の認定実績の有無でございますけれども、認定
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制度を開始しているものの、実績がない地方公共団体が約８割を占めているのが現状でご

ざいます。 

 １１ページに移ります。地方公共団体に対して、管内の管理組合は認定制度をどの程度

認知されているかの回答結果なんですけれども、赤枠で囲ってあります「あまり認知され

ていない」「まったく認知されていない」の２つで７０％を占めておりまして、制度の周

知が課題かと考えております。その理由としましては、右の青枠に記載しておりますけれ

ども、管理業者からの問合せは多いんですけれども、組合からの問合せはないですとか、

税制の質疑はあるんですけれども、認定制度の内容、基準等を全く理解してない管理組合

からの問合せが多いなどがございます。 

 １２ページなんですけれども、認定制度の周知方法についてなんですけれども、ほとん

どの地方公共団体においてはホームページの掲載は行っているんですけれども、セミナー

や説明会の開催、チラシの配布を行っている地方公共団体は半数程度となっておりまして、

それ以上の積極的な取組を行っている地方公共団体はほとんどないのが現状でございます。 

 １３ページは、地方公共団体の周知の取組例を記載させていただいております。セミナ

ーですとか管理組合同士の交流会等々、様々な取組を行っているのが事例でございます。 

 １４ページに移りますけれども、こちらは国交省の周知事例といたしまして、去年の１

０月にマンション管理適正化シンポジウムを開催しております。 

 続きまして、管理計画認定マンションへのインセンティブについてでございます。 

 １６ページですけれども、現行の認定マンションのインセンティブを記載しております。

１つ目がフラット３５及びマンションの共用部分リフォーム融資の金利引下げ、次に、マ

ンションすまい・る債における利率上乗せですけれども、マンション組合が修繕積立金を

有する場合に支援機構が発行している債券の利率が上乗せされる制度でございます。 

 最後に長寿命化促進税制でございますけれども、一定の要件をクリアして、２回目の長

寿命化に資する大規模修繕工事が実施された場合に、各区分所有者に課される工事翌年度

の建物部分の固定資産税額を減額する制度になっております。 

 １７ページなんですけれども、今述べましたインセンティブの活用実績となります。イ

ンセンティブ、最も活用されているのがすまい・る債の利率の上乗せでございまして、認

定マンションの３割が活用しております。また、税制においては１０件の申告がされてい

る状況となります。 

 １８ページに移ります。ここでは、認定制度以外の類似制度のインセンティブを記載さ
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せていただいております。例えば、民間金融機関による住宅ローンの金利の引下げですと

か火災保険の割引の適用等がございます。 

 １９ページに移らせていただきます。認定制度のインセンティブの充実に関するアンケ

ートによりますと、税制の要件の見直し等に関する意見のほか、金融機関の融資制度に関

するもの、火災保険、修繕工事、瑕疵保険の割引に関するもの、資産価値向上に関するも

のが多く見られましたが、特に認定を取得したマンション全てを対象とするインセンティ

ブに関する要望が多くございました。 

 ２０ページですけれども、税制に関する主な意見でございます。要件の見直しの意見と

して、管理を適正に行ってきた組合が適用対象にならず不公平感があるとの意見や、修繕

積立金の引上げ要件を満たせず、ほとんどのマンションが対象から外れるので認定申請に

つながらない状況との御意見、また、適用期間の見直しでは、長寿命化工事については、

令和５年４月から令和７年３月までに完了することが必要なため、税制適用期間が２年間

では短い。また、申告主体の見直しとしまして、区分所有者ごとの申告だと、住戸が多い

マンションの場合、申告受付の件数が膨大になるので、申告主体にマンション管理組合の

「管理者等」を加えまして、区分所有者住宅の全戸に係る固定資産税を一括して減額でき

るようにとの御意見がございました。 

 続きまして、管理計画認定の円滑化に向けた運用の改善となります。２２ページですけ

れども、認定の申請や審査手続等運用改善に関する意見でございます。認定制度の申請手

続に当たって改善したほうがよい内容としましては、審査等の円滑化のためのガイドライ

ンの充実や、オンライン申請システムの改善を求める意見が多く、また、地方公共団体の

マンション行政担当者向けの勉強会の開催ですとか、理事長が交代時の変更の認定システ

ムを不要にしてほしいなど、認定事務の円滑化に向けた検討を行う必要があると思われま

す。 

 ２３ページなんですけれども、これは指定認定支援事務法人の概要となりますので御参

照ください。 

 ２４ページに移ります。こちらは、地方公共団体による管理組合の認定申請のサポート

でございます。事例を２つ記載しておりますが、例えば板橋区では、区の職員が管理組合

と一体となり、認定申請や修繕計画の作成の補助などを実施しております。横浜市の事例

も記載させていただいております。 

 続きまして２５ページなんですけれども、認定取得に活用されるツールでございます。
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認定制度では、修繕積立金の基準値に関する認定基準を設けておりますけれども、外壁の

スペックですとかエレベーターの有無など各マンション固有の特性がございまして、必ず

しもガイドラインに定める修繕積立金の基準額を要しないマンションもございます。この

ようなケースでは、専門家による理由書を提出することで認定基準を満たすものと判断で

きることがございますけれども、理由書の作成に当たって、個別の条件を設定することも

できる住宅金融支援機構のマンションライフサイクルシミュレーションの結果を検討材料

として活用できることはガイドラインにも記載してあるんですけれども、こちらが十分に

活用されてない状況でございます。 

 ２６ページからは認定基準の見直しの方向性となります。 

 ２７ページなんですけれども、まず認定基準の在り方についてで、マンションのあり方

検討会での取りまとめで提起される課題を記載しております。黒ポチの１つ目は、段階増

額方式では、長計の始期と終期の積立金額を比較すると大幅に増加しているマンションが

存在するので、計画どおりに積立金引上げが困難になるおそれがある。黒ポツの２つ目は、

災害時に備えまして、常日頃から組合内で対策を講ずることが重要であり、公共団体によ

っては、認定の独自基準として防災の基準を設けておりますけれども、組合においてはマ

ンションの防災対策の実施や検討が十分に進んでないケースもございます。２つ目の白丸

なんですけれども、検討会の取りまとめを踏まえまして、段階積立てにおける適切な引上

げ幅やマンションの防災対策について基準に盛り込むことで、マンションの管理水準を引

き上げることが必要。このほか、本ワーキングでは、管理会社が管理者となる場合のルー

ルについても検討を行っているところであり、こうした認定制度の運用後の状況を踏まえ、

基準の項目に関する検証が必要だと考えます。 

 ２８ページが論点となります。１つ目が、段階増額における適切な引上げ幅について、

基準の実効性、分かりやすさ、審査の簡便さ等の観点から、どのような基準の考えとする

ことが適当なのか。２つ目が、マンションの防災対策について、管理組合の現状の取組状

況、取り組むことによる負担の程度等を踏まえてどのような対策を講じることが適当なの

か。このほか、認定制度運用後に判明した課題ですとか、マンションの管理を取り巻く状

況の変化を踏まえ、検討を必要とすべき基準はあるかとなります。 

 続いて２９ページからは、認定基準に対する地方公共団体や管理組合、マンション管理

士等のアンケートの結果でございます。 

 ３０ページになりますけれども、認定基準の見直すべき基準についてです。（１）管理
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組合の運営については、第三者管理者方式を採用している場合の基準を明確にすべきです

とか、（３）の「管理組合の経理」では、保険料について、単年払いより一括払いのほう

が廉価となりますので、保険料を一括払いすることが管理組合の利益になるので、管理費

会計から捻出し、数年かけて修積金会計から管理費会計に保険料分を戻していくことを容

認する必要があるのではないか等がございました。 

 ３１ページなんですけれども、ここからが長期修繕計画の作成、見直し等での意見でご

ざいます。現行の基準で計画基準が３０年以上で、大規模修繕工事が２回以上含まれると

あるんですけれども、５０年等計画期間が長く設定された場合、修繕工事が２回だと適正

な頻度の工事とは言えないのではないか。また、長期修繕計画上は、最終年度において借

入金の残高がないことになっておるんですけれども、計画の最終年度においてマイナスが

生じているケースについては、現行の制度では認定に適合するとなっているんですけれど

も、最終年度において収支のつじつまが合うようにすることを要件に加えるべきではない

か、また、均等積立方式を基準にすべきとの意見や、均等積立方式を基準とするのは望ま

しいんですけれども、段階増額積立方式を採用している新築マンションが多いのも事実な

ので、まずは段階積立方式に対して縛りを設けるのはどうか、また、その他の意見として、

独自基準として定められている防災に関する基準を全国基準としてはどうかなどの御意見

がございました。 

 ３２ページからなんですけれども、段階増額積立方式の適切な引上げ幅に関する基準と

なります。この基準の検討に当たりまして、至った経緯なんですけれども、３３ページか

ら３４ページは、マンションのあり方検討会取りまとめの抜粋になります。 

 ３４ページに移るんですけれども、課題としまして、白丸の２つ目、３つ目に、段階増

額積立方式では、計画どおりに積立金引上げが実現されることが適切な修繕工事実施の前

提となっておりますけれども、大幅な引上げが予定されている計画では予定どおりの引上

げができないおそれがあると。認定制度及び予備認定制度では、長期修繕計画の期間全体

での修繕積立金の平均額に係る基準を定めており、計画期間を通じた増額幅は基準とされ

ていないとございます。 

 その下の「今後の施策の方向性」としまして、長期修繕計画の計画期間を通じた修繕積

立金の上昇率等について、計画と実績の把握を進め、管理計画認定基準やガイドライン等

における手当てを視野に、適切な積立金引上げ幅等について検討を行うと示しました。 

 続きまして３５ページですけれども、修繕積立金の不足状況でございます。左の図で、
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現在の修積金の残高が長計に対して不足してないと回答したマンションが約３４％にとど

まっておりまして、右の図なんですけれども、定期的な見直しも４４％がされてない状況

です。 

 ３６ページなんですけれども、修積金の積立て方式でございます。下記の円グラフのと

おり、予備認定を取得したマンションはほとんどが段階増額方式を採用しております。一

方、管理認定取得を取得したマンションにおいては、約６割が均等積立、４割が段階増額

を採用しております。 

 ３７ページに移りますけれども、修積金の引上げの困難性でございます。修積金の引上

げを議案とする総会では、右の青枠のとおり、引上げに反対する意見が多く出る状況でご

ざいまして、予定どおり引上げの合意形成が取れないおそれがございます。 

 ３８ページから、段階増額積立方式に関する調査・分析でございます。増額方式を採用

しているマンションにおける増額の傾向や月々の修積金の推移を分析するに当たり、新築

マンションと既存マンションの長期修繕計画を調査対象といたしました。下記の円グラフ

は、新築と既存マンションのサンプルのデータとなります。 

 ３９ページに移りますけれども、予備認定マンションを対象とした分析なんですけれど

も、段階積立方式における引上げの時期、回数については、下記の円グラフの赤枠の中の

とおり、５年ごとに引き上げて、また、引上げの回数については、計画期間中に３回から

５回ほど引き上げるケースが全体の約８割を占める結果となっております。 

 ４０ページは、計画期間中に５年ごとに、３回、４回、５回と引き上げた新築と既存マ

ンションのサンプルを分析しまして、修繕積立金の初期の月当たりの平米金額、１回当た

りの平均引上げの倍率、終期における修積金の月当たりの平米金額、初期額から終期額へ

の倍率、また、参考として、均等積立方式にした場合の月当たりの平米金額を表でまとめ

たものでございます。 

 表の一番下に「全体」とございますけれども、こちらは、上記３パターン以外のサンプ

ルも含めた新築、既存のそれぞれの平均値となります。左側、新築マンションの場合なん

ですけれども、修積金の初期額は７０平米換算で戸当たり約７,３００円、１回の上げ幅

は１.５倍、終期額は戸当たり約２万８,０００円、初期から終期への上げ幅の倍率は４.

１倍でありまして、全体平均と３回から５回引き上げたケースと比較しても大きな差はご

ざいませんでした。既存マンションも順に、初期額は１万５,０００円、１回の引上げ幅

は１.３倍、終期額は約４万円、初期から終期の上げ幅の倍率は２.９倍となります。新
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築と既存マンションを比較した場合、初期から終期への引上げ倍率に４.１倍と２.９倍

等の乖離がございますけれども、既存マンションの場合は、先ほどのサンプルデータのと

おり、築年数１０年以上が８割を占めるので、既に何回か修繕積立金を引き上げた後であ

り、倍率が新築よりも低いと考えられます。 

 続きましては、４１ページから４３ページは、表記載の各パターンの分析結果となりま

すので説明は割愛させていただきます。 

 ４４ページに移ります。こちらは、１回当たりの修繕積立金の引上げ倍率の傾向となり

ます。国交省で収集した既存マンションで修繕積立金が実際に引き上げられたサンプルを

分析いたしました。下記のサンプルですけれども、グラフの横軸が増額する前の修繕積立

金の月当たりの平米単価、縦軸が１回当たりの引上げ倍率でございます。この結果を見ま

すと、増額前の修繕積立金が低いほど１回当たりの引上げ倍率が高くなりまして、また、

１回当たりの増額倍率は２倍以内に多く分布しております。２倍以上になりますと青丸の

数が減ってきていますので、総会で否決されたか、議題として上げても通らなかったケー

スが多いと推測されます。 

 ４５ページは、既存の修繕積立金の現基準ですので御参照ください。 

 ４６ページから４８ページは、修積金の適切な引上げ幅の新基準の考え方を３パターン

示しております。第４回のワーキングでは、あくまで基準の考え方のみですので、具体的

な数値等は今後検討してまいります。 

 まず４６ページなんですけれども、修繕積立金の１回当たりの引上げ幅を制限すること

で、修繕積立金を議案とする総会において合意形成に至りやすくし、計画の実現性を担保

する案でございます。基準のイメージとしましては、１回当たりの引上げ幅は何倍以内と

するとなります。 

 ４７ページが２パターン目でして、長期修繕計画における段階積立方式の月々の修繕積

立金額を仮に均等積立方式とした場合の修繕積立金額を基準額としまして、その金額の下

限と上限を倍率にて制限することで、計画初年度と最終年度における極端な差額が生じな

い計画とし、実現性を担保していく考えです。均等積立方式にできる限り近づいているよ

うなイメージでして、緩やかな引上げ幅になると考えております。基準イメージは記載の

とおりとなります。 

 ４８ページに移りまして、こちらが３パターン目として、長期修繕計画の初期額の下限

を制限することによりまして、その後の急激な増額を抑え、実現性を担保する案でござい
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ます。 

 ４９ページなんですけれども、今まで説明いたしました３パターンをまとめて、各パタ

ーンの考察も示しております。まず、①の１回当たりの修積金の引上げ幅の制限での考察

なんですけれども、先ほど言いましたとおり、将来の極端な値上げを抑制することで計画

の実現性を担保できますけれども、計画内において１回当たりの引上げ幅を抑えても、小

刻みに増額回数を上げる計画の場合、結局初年度と最終年度の差が大きくなってしまうお

それがあると考えております。 

 ②の均等積立方式とした場合の修積金との差額／倍率を制限するについては、均等積立

方式を意識した計画で、全体で緩やかな傾きの計画となりまして、実現性の向上を図るこ

とができますけれども、増額回数を極端に減らして、１回当たりの増額幅が大きく実現性

の低い計画に対しては有効ではないと考えております。 

 ③の月々の修積金の初期額の下限値を制限するケースですけれども、初期の下限値を限

定することで、計画内の将来的な増額を抑えることには一定の効果があり、ガイドライン

とも親和性も高いと考えられますけれども、一方、マンションごとの条件によっては必要

な修積金も異なりますので、例えば高額な修繕費用がかかるマンションに対しては有効で

ない案でございます。 

 続きまして５０ページからは、マンションの防災対策に関する基準でございます。 

 次ページに移ります。防災対策に関する基準の検討に至った経緯ですけれども、こちら

も５１ページから５２ページは、マンションのあり方検討会取りまとめの抜粋になりまし

て、５２ページに進みますけれども、課題としての白丸の３つ目に、独自の管理計画の認

定基準を定めることでマンションの防災性を促進しようとする地方公共団体が存在します

けれども、全国的な取組には至ってないとございます。 

 下の「今後の施策の方向性」としまして、認定制度における地方公共団体独自の基準と

して防災活動などを定めている事例について、他の地方公共団体への展開を進めるととも

に、全国的な基準として位置づけることも視野に認定基準の在り方を検討するとございま

した。 

 ５３ページなんですけれども、地方公共団体のアンケートでございまして、認定基準に

追加すべき基準を聞いており、結果は左側の棒グラフのとおり、防災に関する基準が最も

多く、防災に対しての関心が高いと思われます。また、右側の調査では、実際に防災に関

して独自基準を設定もしくは検討している地方公共団体では、防災マニュアルの作成、防
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災訓練の実施を独自基準として設定・検討が行われております。 

 次ページなんですけれども、５４ページから５７ページの内容は、地方公共団体に防災

に関する基準について定めている、定めるべき内容は何なのかを選択してもらいまして、

選択した理由、具体的な基準内容をそれぞれの選択肢ごとに記載しておりますので御参照

ください。 

 ５８ページまで飛びますけれども、こちらはマン管協のマンション管理適正化評価制度

では、防災対策に関する基準に関して、１００点満点中６点という配点で設定しておりま

して、防災対策を重視しております。これを見ますと、災害時の避難場所の周知が一番多

く、逆に対応が少ないのは赤枠の部分、防災用名簿の作成等になります。 

 ５９ページに進みます。こちら、マンション総合調査による管理組合の防災対策の実施

状況ですけれども、赤枠の部分の定期的に防災訓練を実施している等に取り組んでいるマ

ンションが多い結果となりました。 

 ６０ページですけれども、ここからが認定制度の今後の方向性となります。 

 ６１ページに移り、論点等ですけれども、白丸の１つ目、認定マンションでは、区分所

有者の管理に関する意識が向上するなど、政策ツールとして一定の効果が得られているん

ですけれども、認定マンションの資産価値向上や認定マンションが市場で評価されている

とは言えない状況の中、論点としまして、認定マンションが市場で適切に評価されるため、

他の類似制度による取組も参考に、管理水準の見える化に向けた取組の強化を進めていく

べきではないかと。 

 ２つ目としまして、修繕積立金の積立て計画などは、新築分譲時の初期設定が非常に重

要なんですけれども、現行の認定制度は既存マンションのみを対象としており、また、新

築を対象とした予備認定制度と管理計画認定制度は制度的なつながりは有しておりません。

論点として、新築時から一定の管理水準を確保していくさらなる仕組みや新築時の適正な

管理水準を継続して確保していく仕組みの検討が必要ではないかと考えております。 

 ６２ページからは、認定マンションの資産価値向上に向けてでございます。 

 ６３ページですけれども、ＮＨＫ「クローズアップ現代」で、認定制度をきっかけに、

住民一丸となってマンションの資産価値を向上させた事例が紹介されたので、放送概要を

記載しております。認定取得の一連の取組をきっかけに、住民たちのマンション管理に対

する関心が高まったとか、認定取得後、中古マンション価格の上昇率が地域の相場と比べ

て高く推移した等がございました。 
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 ６４ページですけれども、「管理水準の見える化の推進」としまして、管理適正評価制

度では、マンション内外に評価結果を示すステッカーの配布ですとか、また、一部の地方

公共団体では、認定を取得したマンションに対して、エントランスに掲示できる認定証等

を発行しております。 

 ６５ページから６６ページは、省エネ制度の見える化、他の類似制度の不動産情報サイ

トの公開例等を示しておりますので御参照ください。 

 ６７ページからは、新築マンションの管理水準の確保となります。 

 ６８ページに移りますけれども、予備認定の取得状況ですけれども、２０２２年度の予

備認定取得マンションの戸数と分譲マンションの供給戸数を比較しますと、２０２２年度

に供給されたマンションの約半数が予備認定を取得しております。 

 最終ページなんですけれども、新築マンションへの対応といたしまして、地方公共団体

のアンケートによりますと、認定制度についての改善や見直しが必要と考えられる項目と

して、「その他」の次に「新築マンションも対象とする」が最も多く挙げられております。

その主な理由ですけれども、右側に記載のとおり、やはり新築時点から管理計画の水準を

一定程度確保することで、その後の管理が容易になる、新築時から均等積立方式をするこ

とが重要であるため、また、予備認定と認定制度のように２つの仕組みとするのではなく、

１つの制度にまとめたほうが分かりやすい等がございました。 

 私からの説明は以上となります。 

【○○座長】  説明、どうもありがとうございました。それでは、今の御説明を基に、

委員の皆様から意見をお伺いしたいと思います。今、資料５の御説明をいただきましたが、

１ページ目を開けていただきますと、管理計画認定制度の概要ということで、この在り方

について３つの項目を示していただいております。１点目は、この制度のさらなる普及・

促進に向けてということで現状を教えていただきました。２点目は、基準の見直しの方向

性、３点目は、この制度の今後の方向性ということ、この３つの項目がございますので、

これを一緒にすると議論が混乱するかもしれませんので、分けて議論させていただきたい

と思います。 

 そうしましたら、まず１つ目の「認定制度の更なる普及・促進にむけて」というところ

でございます。こちらに関しましての論点が、６ページ目、さらなる普及・促進に向けて

ということで論点が出ております。この論点を見ながら、また幅広く皆様に御意見を頂戴

していきたいと思います。３つに分けていきたいと思いますので、まずは制度のさらなる
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普及・促進に向けてということで御意見を頂戴できたらと思います。また、発言を行う委

員の皆様に関しましては、できるだけ簡潔にお願い申し上げたいということ、御協力よろ

しくお願いいたします。いかがでしょうか、○○委員。 

 お願いいたします。 

【○○委員】  ○○でございます。堺市でも、認定制度の普及・促進ということで、令

和４年１０月から認定制度を開始しております。当市の中で６００弱ぐらい団地があり、

１年４か月の間に６件の認定で、約１％の状況です。引き続き認定の促進を図っていきた

いとは思っているんですけれども、目に見えたメリット、優遇措置がない中ではなかなか

促進に至らないと思っております。先ほどの認定の基準にも関わることではあるんですけ

れども、基準の見直しでハードルを上げ過ぎると、逆に認定促進につながっていかないの

かと考えております。 

 もう一つは、事務的なお話ではあるんですけれども、認定基準を堺市のマンション管理

適正化推進計画の中に位置づけてございまして、その基準が見直されると、手続として、

庁内会議であったり、学識経験者や議員さんが入った審議会に諮ったり、パブリックコメ

ントであったり議会の報告みたいな手続が必要となります。現状でいくと、すぐに基準の

見直しとなれば、そういう手続が発生して、少し混乱になったりするのかなというのを危

惧しておりまして、どちらかというと認定促進に対しては、区分所有者さんへの目に見え

た優遇措置が必要なのかなと思っております。 

 もう一つは、現在、マンションの実態を把握するために、アンケート調査であったりヒ

アリング調査を実施しているんですけれども、管理会社からの働きかけというのも必要に

なってくるのかなと思っております。ヒアリングしても、管理会社さんがなかなか回答に

協力していただけないという事例があったりします。行政としても、管理会社があるマン

ションまで支援するマンパワーがなくて、管理会社への指導なんかもなかなかできない状

態ですので、今後認定促進に向けては、管理会社さんとか管理業協会さんの協力みたいな

のも必要になるのかと感じております。 

 あと、認定の５年後に更新があるんですけれども、認定のメリットがあまりないと、せ

っかく初回認定を受けたとしても、５年後更新しないマンションも出てくるのかなと思っ

ておりまして、更新に対するハードルを下げるような取組であったり、更新するマンショ

ンについてのインセンティブ、そういうところもできたら検討いただけたらありがたいと

思っております。 
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 以上でございます。 

【○○座長】  ○○委員、どうもありがとうございました。目に見えたメリットが欲し

いということでございますが、よく言われることでございますね。ありがとうございます。

そして、基準はあまり上げ過ぎたらまたハードルも上がるということもいただきました。

管理会社さんのサポートも欲しいということでございますので、○○委員のほうからお手

が挙がりました。お願いいたします。 

【○○委員】  マンション管理業協会の立場から、現状についてお話をさせていただき

たいと思います。 

 まず、管理計画認定制度、やはりちょっとハードルが高いというのはおっしゃるとおり

でございまして、一律に全部のマンションの管理組合さんにお勧めできるレベルにない管

理組合さんもたくさんあります。そこで、こちらの１８ページにも記載がありますけれど

も、マンション管理業協会でも独自の評価制度を設けておりまして、こちらは５段階評価

にしております。ですので、Ｂ評価とか、管理計画認定制度が取れない管理組合さんでも

自分の評価は取得することができます。なので、認定制度を取るために、次にどこを頑張

ればいいのかというのを評価制度の中で明らかにして、Ａクラスぐらいまでいかないと管

理計画認定制度は取れないんですが、そこのレベルに達するまで支援をさせていただいて、

そこのレベルに達したら、じゃ、今度は国の認定制度にチャレンジしましょうという形で、

段階を追って支援をさせていただいていますので、一律に全部にということはできてない

というのはおっしゃるとおりなんですけれども、そういった形で、一定の基準に到達する

ようにということで、評価制度を同時に御提案することで広げていくということを進めさ

せていただいています。なお、評価制度はもう２,０００組合さんを超えていますので、

これから認定制度も併せて提案したいと思っております。 

 あと、せっかくマイクをお借りしたので１点よろしいでしょうか。先日、マンション管

理業協会の会合で、ある会員社さんから事例として御紹介があったんですけれども、東京

都のある区で、独自基準のほうに、理事会を定期的に開催することというのが独自基準の

評価の中に入っていまして、そうすると、第三者管理者方式、管理会社に限らず、第三者

の方がやられている第三者方式の場合は、一律に理事会は廃止している場合が多いですの

で、その場合は独自基準に満たないということで認定制度が取れないということになって

いるそうなんです。行政のほうにも、会員社さんからいろいろお願いもしたんですが、駄

目だったということです。認定制度ってやはり、いわゆる管理不全にならないようにする
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とかいった目的でもってつくられているので、一律に第三者管理者方式が除外されてしま

うというのは、ちょっと制度の趣旨に反するのかなとも感じるところがございまして、で

すので、地方公共団体さんがやられている独自基準についても、国から俯瞰して見ていた

だいて、ちょっと趣旨と違うんじゃないかなというところは御指導いただくとか、そうい

った形で関与いただきたいと思っております。 

 以上です。 

【○○座長】  ありがとうございます。ということは、適正評価制度が２,０００件ぐ

らいですけど、それは幅があるということですね。星５個、４個、３個、２個というとこ

ろも開示されていますからね。ということだと思います。 

 それからもう一つ、２つ目に○○委員がおっしゃっていただいたのは、独自基準のとこ

ろということでございますが、基準については２つ目のところなんですけれど、もちろん

関連するのでいただきましたが、後でお伺いしたいんですけど、自治体が独自基準として

どういうものを設定されているのかというのは把握されているのかなということで、後で

と言いましたけれども、今のほうがいいですかね。 

【事務局】  把握はしております。定期的に、半年に１回施行状況調査という形で、皆

さん独自の基準はどういったものを設定しているのかというのは、データとしては持って

います。御意見、承りました。 

【○○座長】  ありがとうございます。 

 そして、お待たせしてすみませんでした。どうぞ、○○委員、おねがいします。 

【○○委員】  何点かあるんですけれども、まず、別に適正化法は管理者方式を排除し

ているわけではないので、そうだとすると、管理組合であるためには理事会が必要で、理

事会がなければ認めないとか申請を受け付けないとかということ自体はやっぱり間違って

いるはずですね。管理者方式であろうが管理組合方式であろうが、もともと区分所有者の

集団が管理計画を作成して、それを行政に申請しないといけないという趣旨は、実は行政

のための制度でもあるのです。つまり、地元にあるマンションの管理状況を行政は分かり

ようがないわけですが、管理計画を管理組合がつくって、行政に認定申請することで、地

元の行政がマンションの管理状況を把握して、足りないところには支援をする。助言、指

導、勧告の前提のための情報を地元の行政に上げるための制度でもあるんですよね。 

 だから、令和２年に適正化法を改正したときに、５条で行政の施策に協力しなきゃいけ

ないってわざわざ入れました。これは管理計画をつくって、認定申請してくださいという
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意味なんです。だから、どちらかというと５条の義務だと考えてもいい。とすると、先ほ

どから出ていますけれども、メリットがなかったらつくらないとか申請しないとかという

のはとんでもない話で、そんなことじゃなくて、５条に書いてある行政の施策に協力する

義務がある。それは、街全体としてマンションの管理を向上させて、そして管理不全マン

ションを防止して、廃墟が残らないようにするという、そういうためにこの制度はあるん

ですよね。だから、管理業協会の認証制度とは趣旨が全然違うので、管理会社も含めて、

管理組合は管理計画をちゃんとつくって、そして認定基準に合うように、自分たちの管理

を改めた上で認定申請すべきだと私は思っているんです。 

【○○座長】  ありがとうございます。○○委員の御発言の趣旨を確認すると、理事会

がないというのを認定できないというのはいかがなものかということが１点めですね。も

う一点は、メリットがないから管理計画認定の申請をしないという、そこが根本的に。ま

ず、するのが当たり前にしましょうということですね。 

【○○委員】  メリットがあったほうがいいのは確かですけど。 

【○○座長】  するのが当たり前という、その共通認識を皆持ちましょうという御発言

でよろしかったでしょうか。ありがとうございます。 

 そして、○○委員も認定に御協力いただいていると思いますが、いかがでしょうか。 

【○○委員】  私の契約先でももう６件認定が取れまして、そのうち３件、一番取りま

したので、非常に前向きにやらせていただいているんですけれども、普及・促進について

一番重要なところは、どうしても今、○○先生のほうで言われたあれはあるんですけど、

管理組合の目線からするとインセンティブがどうなんだと。この間、大型マンションで、

理事会の場で発言されたのは、大したメリットはないってはっきり言われちゃったんです

よね。一番なのはインセンティブのところで、住宅金融支援機構のフラット３５とかリフ

ォームローンの融資、これ、本来は一番重要なところであると思うんですけど、共用部分

のリフォーム融資、共用部分だけだと、認定を取るマンションって割と管理がしっかりし

ている、内容が充実しているということで、リフォームローン借入れしないところが多い

んですよ。そうすると、できればここをもう少し広げていただいて、専有部分のリフォー

ムローンも優遇があると、個人個人の話だと非常に捉え方が違ってくるのかなとは考えま

す。ぜひとも住宅金融支援機構さんと御検討いただければと思います。 

 もう１点、これはインセンティブというところなのかどうかあれなんですけど、前にも

お話は出ていたんですけど、売買の際の重要事項説明事項、これに認定取得を必須に書い
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ていただくと重要性が変わってくるんじゃないかと思うので、ここら辺は不動産業課さん

の判断になるかと思うんですけど、ぜひともこういうようなところを判断していただき、

できれば、予備認定のほうも、法律にはないですけど、書くか書かないかを必須にしてい

ただくと、マンション適正化法の価値が引き上げられるのかと思いますので、ぜひとも御

検討お願いいたします。 

【○○座長】  ありがとうございます。今、管理業協会がされている適正評価のほうは

流通時の情報に載っていますよね。連携しているところに関しては流通時に載ってきてい

る。まだ、そこは認定制度のほうは連携していない。そしてさらに一歩進めて、重説のほ

うにいくとよろしいのではないかという御意見でございます。ありがとうございます。 

【○○委員】  多分、重要事項説明に必須で書かれると、不動産サイトのほうでもそれ

を絶対取り上げるようになると思うんです。そこが重要だと思います。 

【○○座長】  ということで、もっと見える化をしましょう。そしてマンションを検討

している人にとって見える化の推進ですね。もう一つは、おっしゃられるように、リフォ

ームローンは、お金が足りないマンションがご利用いただくことになるので、しっかり計

画できているということにはメリットがない。よって、各区分所有者に関わる専有部分に

メリットがあってもよろしいのではないかなという御意見を頂戴いたしました。そのほか

にいかがでしょうか。 

 オンラインの○○委員、お願いいたします。 

【○○委員】  ○○と申します。よろしくお願いします。まず、簡単に当市の実績を御

紹介させていただきますと、大体管理組合全部で３７０件近くあるんですが、今までに計

１１件の認定をさせていただいております。１１件全てではないんですけれども、管理組

合さんに何で認定を受けたんですかという話を聞くと、今のところ一番多いのは、既に基

準を満たしているし、認定を受けることで管理意識も向上するし、地域の評価も上がるの

ではないかといったような部分で認定をいただいているという状況になっております。 

 インセンティブという意味ですと、今のところは、認定を取るために、例えば積立金を

上げるとかそれよりも、既に基準を満たしているから受けようかと、そういう管理組合さ

んが多いのかと思っておりますので、メリットというか、インセンティブの部分でも、そ

ういった部分の方々に受けられるようなインセンティブもあればいいかと思っております。 

 この資料にもありますように、マンションの長寿命化の促進税制について、当市にもい

ろいろ問合せが来たんですけれども、そのときに一番言われたのが、積立ての金額を上げ
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たことが条件になっておりまして、要は、既に積立金額が水準以上でしっかりしているマ

ンションさんが受けられないよねという話が何回か出ていましたので、そういうところを

フォローしてあげると、この認定の推進というか、そういったものにつながるのかと思っ

ております。 

 以上です。 

【○○座長】  ありがとうございます。 

 そして、○○委員がお手を挙げていただいていました。 

【○○委員】  単純な質問なんですけれども、ページで言うと１７ページの一番下に、

マンション長寿命化促進税制の項目があると思うんですけれども、内訳に助言、指導を受

けた管理組合の管理者等に係るマンション６件とあるんですけれども、この助言、指導っ

て具体的にどんなものだったかというのを差し支えない範囲で教えていただけますでしょ

うか。 

【○○座長】  よろしいでしょうか。 

【事務局】  御質問ありがとうございます。ここで書いている助言、指導というのは、

長寿命化税制について、世の中の伝わり方と実はこういうのが対象ですというのがござい

まして、一般的に管理計画認定を取るとこの税が使えるという認識が多いかと思いますけ

れど、実際の要件上は、管理計画認定を取る場合だけでなくて、マンション管理適正化法

に位置づけられている助言、指導を受けて改善しているようなマンションもこの税制の対

象となっているところでございます。なので、こちらの助言、指導について、６件全てに

ついて詳細に把握しているわけではないんですけれど、自治体から助言、指導を受けて改

善してという、そういったものが対象になっていると認識しております。 

【○○座長】  そうしますと、今御質問にあったように、助言、指導を受けたマンショ

ンがどの程度のものであったとか、あとはマンション管理適正化法に基づくのか、建築基

準法に基づく指導なのかまでは把握できていない。とにかく問題があったということでし

ょうか。 

【事務局】  助言、指導は建築基準法ではなくて、マンション管理適正化法の助言、指

導を受けるという要件になっていますので、そこまでは分かっております。ただ、具体的

な助言、指導の内容については改めて確認してという形になります。 

【○○座長】  分かりました。どの程度のどのぐらいの管理不全であったかというのは、

ぜひ一度教えていただけたらと思います。よろしいですか。ありがとうございます。 
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 お願いいたします。 

【○○委員】  先ほど御発言のありました、○○委員だったと記憶していますけど、売

買のときの重要事項説明とのリンクですけれども、一応私の理解では、宅建業法の３５条

の６号で区分所有法については、こういうものについて重要事項を説明しなさいというル

ールが決まっていまして、それを基本的には下敷きにして、先ほど御議論のありました標

準管理規約の別添４の管理情報提供様式に記載のある項目例を基本的に下敷きにして、宅

建業法と、いわゆる区分所有法といいますか、適正化法とリンクさせておると理解してい

ます。 

 私どもの理解不足か、ＰＲ不足かもしれませんけれども、現に標準管理規約の別添４の

２番に、管理計画認定の有無と、ある場合は認定しておくという項目が明記されておりま

すので、基本的にそういう仕掛けだったと記憶しておりますが、むしろ国交省さんのほう

が……。 

【○○座長】  そうしますと、マンション管理センターの御理解では、重要事項説明の

中に既にはいっているのではないかという御理解ですね。ただ、現場がまだそこまでつい

ていってないと思いますということでしょうか。この辺りは法的なものが関係しますので、

不動産業課の方にも御確認もした上がよろしいかと思いますが、今いただけるコメントが

あればお願いします。 

【事務局】  重要事項説明自体は、これは説明する義務で限定的に列挙されておりまし

て、別添４については、求めに応じて提供ができるという項目ですので、現時点では重要

事項説明で、管理計画認定の有無は説明する義務は付されていないという状況です。 

【○○座長】  ですね。承知いたしました。 

【○○委員】  それを義務化していただきたいというのが私の意見です。 

【○○座長】  ということですね。そこから変わっていくのではないかというご意見を

いただきました。ありがとうございます。 

 そして、オンラインで御参加いただいている○○委員、お願いいたします。 

【○○委員】  ありがとうございます。質問と意見を述べさせていただきます。 

 まず質問ですが、資料の１、「管理計画認定制度の概要」の３ページにある各自治体で

の推進計画の作成動向の資料で、中核市のうち１市だけ作成意向なしというのがあります。

どこかということよりも、中核市なのでマンションも市内に多くあるかと思いますが、に

もかかわらず作成意向がないというのはどう理解していいのか。事情がもしお分かりであ
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れば国交省に教えてもらえればと思います。 

 あともう１つ質問ですが、同じく4ページの資料で、３７８件という件数が、国交省が

把握しているマンション管理センターの管理計画手続支援サービスを受けている認定件数

ということですが、これ以外に、自治体が独自で、マンション管理センターのサービスを

受けずに認定している例があるということかと思います。その件数をもし把握されていれ

ばお教えください。先ほど自治体の独自基準も把握されているというお話もありましたの

で、自治体独自で認定した件数なども把握されているのではないかと思い、お聞きしてお

ります。 

 また、意見ですが、普及・促進のための周知に関して、今日の資料の１４ページで国交

省はシンポジウムのことを載せていらっしゃいますが、ほかにもいろいろ取り組んでいら

っしゃるので、事情が分かっている委員の方々への資料ということなので、それ以上あま

り載せていらっしゃらないのかもしれませんが、こういったところももう少し載せられて

もいいのではないかと思いました。また、国交省さんで別の部局になると思いますが、不

動産ライブラリーという地図情報を４月から公開するとお聞きしております。いろんな情

報をそこに載せていくとのことなので、認定マンションがどこにあるということが図示す

るようなことも、この制度の周知促進に役立つのではないかとおります。 

 もう１点意見ですが、インセンティブがなくても認定を取りに行くべきというお話もご

ざいましたが、やはり実利的にインセンティブがあったほうが認定取得が進むのは間違い

ないと思っており、すでに議論がされている長寿命化促進税制についても、現在の築２０

年以上という要件を見直し２０年未満に第１回目の大規模修繕工事を行った場合も固定資

産税が減免されるという制度となるような拡充がなされるとよいと考えております。 

 以上でございます。 

【○○座長】  ○○委員、ありがとうございます。後半は御意見ということで、２つ質

問を受けておりますので、この質問に関して御回答いただくことできますか。２つ目の質

問は、マンション管理センターを経由していないものがこの数字の中に入ってないのでは

ないかという御質問にも聞き取れたんですけれども、そういう点も含めてよろしくお願い

いたします。 

【事務局】  御質問について、１つ目は３ページの関係で、中核市で作成意向なしとい

うのが１％ほどあって、ここの事情は、今この場で把握できておりませんので、またそう

いう機会がございましたら、もしくは○○委員に直接なり、理由自体は聞き取っておりま
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すので御回答できればと思っております。 

【○○座長】  よろしくお願いいたします。 

【事務局】  ２つ目の４ページの認定実績、マンション管理センターを経由しないで地

方公共団体に直接認定申請している案件についてはそんなに件数は多くありません。セン

ターさんのシステムを活用していただけるとリアルタイムに件数が把握できるんですが、

自治体さんに直接申請されていると、我々から聞き取らないと分からないものですので、

これ、四半期に１回ぐらいしか更新できないんです。４ページのグラフの中に、四半期に

１回とかで把握できている自治体直接申請というのは含まれています。なんですが、まだ

聞き取れていないものについては含まれていないので、今時点の最新かと言われると、確

かに少し含まれてない部分はございます。 

【○○座長】  ありがとうございます。マンション管理センターのところに認定を受け

たマンションのリストがありますよね。既に３７８ではなく４００件を超えていると思う

のですが、あの一覧はセンターを通じたものだけですか。それとも、センターを通じたも

のプラス把握できているものも入っているんでしょうか。 

【事務局】  あれは、我々が四半期に１回なり把握して、センターさんのシステムを活

用していないものも把握できたときに情報提供させていただいて、それは載せさせていた

だいています。 

【○○座長】  分かりました。そうしますと、センター経由のものプラス、四半期に１

回のちゃんと把握できたものは入っているけど、四半期たってないものに関して、実態と

しては数が多くないけれども、そういったものは入ってないということでございます。と

いうことでございますので、この数が多いか少ないかはなかなか難しいですね。ありがと

うございます。少し予定よりも遅れぎみになってきておりますので、次の議題に行って、

最後に皆さんに御意見を頂戴したいと思います。 

 続きまして、２つ目の「管理計画認定基準の見直しの方向性」についてということで、

こちらに関しましても、既にもう皆様からいただいた御意見もございますが、論点が示さ

れていたかと思います。２８ページですかね。認定の基準の在り方ということで幾つかの

論点を示していただいておりますので、御意見を頂戴したいと思います。いかがでしょう

か。 

 ○○委員、お願いいたします。 

【○○委員】  度々すみません。基準の見直しの方向性のところですが、まず見直しを
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すぐ行うかという論点についてです。管理計画認定基準をすぐに見直すのではなく、もう

少し状況を見て、将来的に基準見直しを進めるほうがよろしいのではないかという意見に

なります。やはり活用の実態も踏まえて、現在の問題点などをある程度把握した上で、見

直しの必要性などについて議論するのがよいのではないかと思っております。 

 なお、質問になりますけれども、認定基準が変更されても、今の認定は５年間有効とい

うのは変わらないという理解でよろしいでしょうか。 

 もう１点、段階増額積立方式の話ですが、幾つか基準案が示されておりますのでどれが

適当かという意見になります。案が①、②、③とあるうち、③の月額の最低額を決めると

いうのは、マンションによって規模や仕様等が全く異なるため修繕に多額の費用が見込ま

れるマンションにとっては当たり前の基準になってしまうかもしれませんので、そういう

意味ではあまり望ましくないのではないかと思っています。 

 また、案①と②の引上げ率の制限、均等積立方式にしたときの金額との比較という案で

すが、基準をどれか１つに決めるというよりは、組合のほうで基準を選べることにするの

はいかがかと考えております。先ほど少しお話がございましたが、管理計画認定制度は、

なるべく皆さんに利用してもらう必要があるというなかで、基準を厳しくしてなかなか利

用が進まないというよりは、少しでも利用してもらって、その中でより望ましい方向を目

指していくという考え方のほうがよろしいのではないかと考え、先ほどの御提案をさせて

いただいております。認定取得を促進したほうが制度の目指す姿に近づいていくのではな

いでしょうか。 

 以上でございます。 

【○○座長】  ○○委員、ありがとうございます。確認がございますが、○○委員の御

意見としては、修繕積立金の積立て方式のところ、③は望ましくないが、①か②を選ぶの

ではなく、どちらかという選択ができるようにという御意見かなという理解でよろしかっ

たですか。 

【○○委員】  はい、結構です。 

【○○座長】  ありがとうございます。御質問で、今すぐ認定の基準を変えましょうと

いうわけではないにしても、皆さんと議論して情報を共有していってという作業があるの

ですが、もし５年以内に変わったらということでございますが、それはいかがでしょうか。 

【事務局】  現時点で特に明確な見解は持ち合わせておりませんが、御指摘のとおりで

ございまして、今頑張って取ったマンションが取消しみたいなことにはならないようにし
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たいなとは、想定といいますか、しております。 

【○○座長】  ありがとうございます。頑張って取っていただく方向に向くようにして

いかなければいけないですものね。ありがとうございます。そのほか御意見はいかがでし

ょうか。 

 ○○委員、お願いいたします。 

【○○委員】  段階増額積立方式に関する基準の考え方についてです。①は引上げの倍

率にフォーカスをあてていますが、大切なのは適正金額にどうやって上げるかということ

だと考えます。③とも関連しますが初期値が低ければ、適正金額まで上げようとすると、

どうしても倍率は上がってしまいます。したがって、倍率を制限することによって適正金

額に上げられないという現象が起こり得るので、私は①は適切ではないと考えています。

③も先ほどの御意見のとおり、適切ではないと考えます。そうすると、残るは②になると

いう意見です。 

【○○座長】  どうもありがとうございました。そのほかに御意見いただけますでしょ

うか。 

 よろしくお願いいたします。 

【○○委員】  東京都の○○です。よろしくお願いいたします。東京都では大地震の発

生が切迫する中、マンション防災に非常に力を入れております。マンション防災を進めて

いくためには、各マンションにおいて、マニュアルの整備や防災訓練の実施といったこと

に取り組んでいく必要があると考えてございまして、ぜひそうしたことを管理計画認定基

準に盛り込み、マンションの防災力を高めていただきたいと思っております。また、既に

一部の自治体では、管理計画認定の独自基準として、防災に対する様々な基準を設定して

いるということでございますので、ぜひそういったことも認定基準の中に取り込み、横展

開して、マンション全体の防災力の底上げができればと考えてございます。よろしくお願

いいたします。 

【○○座長】  ありがとうございます。御意見ありがとうございます。防災に関する基

準で何か具体的にありますか。防災マニュアルがいいとか防災訓練がいいとか。大丈夫で

しょうか。防災の対策の強化があればよろしいでしょうかね。ありがとうございます。そ

のほかはいかがでしょうか。 

 ○○委員、その後、○○委員、お願いいたします。 

【○○委員】  ３０ページの認定基準の見直しに関する意見のところなんですけれども、
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（２）に管理規約があるんです。ここの１つ目に、「規約の原本に過去の変更内容を添付

する形式ではなく、全ての変更を反映した管理規約の提出を求めるべき」、これ、さっき

私が言ったやつなんですけれども、管理規約のこれが本当の原本なのかどうか、認定の事

前確認をやっているとき、分からないんですよ。本当に原本なのか、これが正しいものな

のかというのが。管理規約原本かどうかというのは、長期修繕計画は明確に総会の承認を

得ているものが正式に認められますよとなっているんですけど、この規約の判断ができな

いんですね、チェックしているとき。ここら辺も、さっきの規約の原本のやつのところも

含めて、ちょっと検討が必要かと思います。 

 それと３６ページに、これも均等積立方式の円グラフが出ているんですけれども、既存

マンションではかなり均等積立金方式が多いということで、この間、私あったんですけど、

実は均等積立方式のマンションで認定申請するのに、修繕積立金の額が基準までいってな

いというんです。私、意見書を書いてくれという業務を依頼されたんですけど、要は均等

積立方式って上げる必要がないわけなので、そこは基準に満たなくても、均等積立方式だ

ったらそれはクリアしているというふうにしたほうがいいんじゃないかと考えるんです。

それを意見書で書いても、これ、もともと上げる必要のないものを何で基準まで持ってい

かなきゃいけないんだと言われてしまうところがあります。それが実際にあったところで

ありました。 

 ４８ページ、下限を制限することでというのがありまして、これなんですけど、修繕積

立金というのが最初にできたのは昭和の末期に修繕積立金の概念ができたんです。当初、

何百円とか１,２００円とかというので設定されていたのが多かったんですけど、住宅金

融支援機構のリフォームローンの条件で、たしか５５平米以上は７,０００円以上だった

かな、８,０００円だったかな、そういうのが出た瞬間に、新築マンションが、大手のデ

ベロッパーさんがみんなそこの基準に最初の段階で持っていったという前例があるんです。

ここら辺はいい前例じゃないかと思いますので、そこも含めて御検討いただければと思い

ます。 

【○○座長】  適切でないことがあるかもしれないけど、分かりやすさというのはすご

いですね。という御指摘かと思いました。ありがとうございます。 

 そして、○○委員、お願いいたします。 

【○○委員】  同じく３０ページなんですけれども、（３）の「管理組合の経理」の

「修繕積立金会計から他会計への充当」というところで、これ、保険料の支払いを認めま
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しょうという趣旨かと思うんですが、そもそも標準管理規約等々でも、保険料の支払いは

積立金会計から充当することは認めてないので、もしこれを認定制度で認めるのであれば、

標準管理規約側にも反映する必要があるのではないかと思います。これを認めると、いろ

んなものが積立金会計から支出されるということのなし崩しにつながりかねないので、あ

まり賛成したくはないと個人的には思っております。ただ、オーケーだとするには、それ

なりの改正を御検討いただければと思っています。また、なし崩しにしないためには、も

しこれだけだということであれば、保険料だけということはどっかに明示していただけれ

ばと思います。 

 あと、積立金の段階の上げ方については、私は②番、○○委員と同じところに賛成をし

たいと思います。均等積立方式に誘導するというのが政策として実施されるのであれば、

一番納得感が高いかと思います。あと、①とかは、積立金を値上げしていると言われる割

には、これ以上上げるなって言われるのはどうしてみたいな、そういう矛盾を感じる管理

組合さんもあるかと思うので、２番が一番しっくりくるかと思います。 

 あと防災のほうは、ちょっと怖いなと思っているのが、５５、５６ページの辺りで、こ

れ、アンケート結果への記載なので、国交省さんの御意見ということではないと思うんで

すが、多分５５ページの左側の下の段で、マンション住民は避難所ではなく自宅にとどま

るほうが望ましいとか、５６ページの右側の下の段、「マンションは在宅避難が基本であ

ること」と書かれているんですが、地方公共団体さんの中では、避難所が足りない等々の

理由で、確かにマンションの方は避難所には来ないでくださいということを明確におっし

ゃっているところもあるんですけれども、国交省さんの今までの中ではずっと、堅固な建

物の中にいられる人はいてくださいというだけで、マンションは避難するなというような

ことは一切おっしゃってないかと思うんです。ですので、そういったところを防災の中で

避難所に関するところを書かれる場合には、マンションは避難所を使わないでください的

なことを書くと大きな誤解を生じるような気がしますので、その辺りは気をつけて、基準

をつくるときは書いていただけたらと思います。 

 以上です。 

【○○座長】  ありがとうございます。重要な御指摘ありがとうございます。自治体に

よってはそういう方針があるところはございますが、全てがそうであるわけでもないとい

うことでございまして、ありがとうございます。 

 そうしましたら、もう一つテーマがございました。簡潔にお願いいたします。 



 

 -38- 

【○○委員】  ３点質問がありまして、１つは段階積立方式の基準の考え方などが４９

ページのところに示されていると思うんですけれども、建築の素人だからぴんとこないの

かもしれないんですけれども、これは新築分譲のものであっても既存のものであっても同

じ基準で考えるという趣旨なのか。これはそれぞれによってもしかしたら違うかなという

ような気もしまして、それを両方含めて同じ基準で規律しようというか、基準を設けよう

という趣旨なのかということを１点目は伺いたいと思います。 

 もう一つが、３０ページのところに、第三者管理者方式を採用している場合の基準を明

確化すべきという意見が書かれているんですけれども、現状の基準ですと第三者管理者方

式で申請した場合に認定を受けられないことは多分ないのかと思っておりまして、ここで

目指している趣旨というのは、むしろ第三者管理者方式の場合には、例えば利益相反に配

慮しているかとか、そういう特別な独自の基準を上乗せ的に設けるべきじゃないかという

趣旨のことを記載されているのかどうかということを、２点目確認したい。 

 ３点目なんですけれども、防災の関係なんですけれども、防災の関係の基準を設けると

すると、マンション管理適正化法の５条の４の認定基準のうち、条文上どれに位置すると

いう、どういう理解で考えられているのかというのを教えていただきたいのが３点目です。 

【○○座長】  ありがとうございます。御質問がありました。御回答いただけますか。

よろしくお願いいたします。 

【事務局】  １点目ですが、新築分譲を念頭に、念頭にというか、対象にして、新築と

既存、対象の関係ということですが、現時点では、国が持っている制度というのは管理計

画認定で既存のマンションでございますが、一方で、マンション管理センターさんで提供

されている予備認定は認定制度の基準をかなり準用していただいておりますので、やや説

明はしにくいですが、表裏一体のような、我々の制度で基準が反映されると、マンション

管理センターさんでも改正なりの検討というのは、国交省と相談しながらなのかもしれな

いですけど、するのかな、そんなイメージは持っております。 

 そういう背景を踏まえると、認定制度自体は既存も対象にしておりますが、少し新築も

念頭に置きながら認定基準はにらんでいく必要があるなと。その結果、これはまた議論で

ございますが、分析していると、やはりそういう傾向があるんですが、ちょっと複雑にな

ってしまいますが、築年数に応じて基準って変わるの変わらないのとか、そういった議論

もあるかと思いますし、そういう認識でございます。 

 ２点目の３０ページの第三者管理者方式の採用を定めている場合の基準化を明確化すべ
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き。これ自体はアンケートでございますので、答えてくれた方の趣旨自体の推測でござい

ますが、これは○○委員がおっしゃるとおり、恐らく今検討しているガイドラインとかも

踏まえて、第三者管理者方式の場合の利益相反について基準化すべきとか、例えば管理者

の義務づけをすべきとか、そういう基準を付加すべきなんじゃないか、そんな御趣旨のア

ンケートなのかと考えております。 

【事務局】  ３点目の法律のどこで読むかという御質問についてですが、今の段階で明

確にこれですという話ではないんですが、マンション管理適正化法第５条を読みますと、

１号が修繕とかの話で、２号が資金計画で、３号が管理組合の運営でちょっと分かりにく

いんですが、主に規約とか、一応４号にその他マンション管理適正化指針、都道府県の指

針に照らして適切なものとあって、実際具体的な基準自体はマンション管理適正化指針に

網羅的に書いているような形でして、ここで５番、その他として、災害等の緊急時に迅速

な対応を行うための組合員名簿、救助者名簿を備えていることをとか、そういったことが

その他なんですが、書いてあって、既に災害等の緊急時の対応を踏まえた記述もあります

ので、具体的に防災基準を仮に設けるとして、どこまでのものを書くかにもよるかと思う

んですけれど、一つきっかけとなるようなところとしては、こちらの第４号が該当するの

ではないかと考えています。 

【○○座長】  ありがとうございます。 

【○○委員】  最後の点に関連して意見だけちょっと述べさせていただきますと、防災

の基準につきましては、そもそも管理適正化法で言っている管理の適正化とは何なのかと

いうことに絡むのかもしれないですけれども、防災の基準に関しましては、別に反対する

趣旨ではないんですけれども、ほかの従前の管理計画認定の基準とは少し目的が異なるか

なというような気はしておりまして、まず、同じ基準の中に組み込むべきなのかというこ

とはしっかり考えるべきかと思っています。その上で、ちょっとざっくりとした言い方を

して恐縮ですが、防災の中にも組合内でのコミュニティ的なものと、組合の外の地域との

連携という意味でのコミュニティ的なものが今両方含まれて議論されているんですけれど

も、後者については法律上もなかなか悩ましいところとかもありまして、そういったこと

も踏まえて、これを単純に防災の中でも２つの項目を同じ基準として管理計画認定に盛り

込めるのかということもしっかり検討すべきかと思っております。 

 以上です。 

【○○座長】  ありがとうございます。そうしましたら、改めましてあともう一つござ
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いまして、そして予定の時間が刻々と迫ってきている状況でございますので、皆様に簡潔

に御意見を頂戴できるという形で御協力いただけたらと思います。 

 最後が、「管理計画認定制度の今後の方向性」ということで、皆様に既にかなり御指摘

いただいているところでございます。新しい項目を入れるということに対して、しっかり

と論理的にも考えていくべきであるという御指摘もいただいておるところでございますが、

皆様のほうで、最後の今後の方向性、論点としては６１ページに示されております。そち

らを御覧いただきまして、ぜひ類似の制度との連携や取組、そして予備認定制度と管理計

画認定制度の連携などについて、お考えや御意見、御質問等がございましたらお願いいた

します。 

 ○○委員、お願いいたします。 

【○○委員】  意見というか、６４ページの見える化の推進のところなんですけど、日

管連でも適正化診断でＳ評価ステッカーを８年も前から出しているので、これがもうすぐ

２万棟になりますので、ここだけ付け加えさせていただきます。 

【○○座長】  ありがとうございます。管理計画認定について、自治体によっては出さ

れている事例があります。それから適正化評価もステッカーがあって、そしてマンション

管理士会のほうにもあるということでございますので、ぜひということでございます。こ

うして評価の見える化ということですね。 

 ○○委員、お願いいたします。 

【○○委員】  ありがとうございます。既に６１ページの２つ目の丸で指摘されており

ます、予備認定と管理計画認定制度の話です。予備認定取得済マンションでも管理計画認

定を受けるためには改めて一から申請が必要とされておりますが、実際に集会が開催され

ているなど、追加でチェックするべきところだけをチェックして、既に予備認定を受けて

いる物件に関しては管理計画認定を受けられる、とするなどこの２つの制度の連携、統一

を図ることは御検討いただいたほうがいいと思っております。 

 以上です。 

【○○座長】  ありがとうございます。せっかく予備認定を受けたマンションがスムー

ズに計画の認定が受けられるような手続をという理解でよかったですか。 

【○○委員】  はい、結構です。 

【○○座長】  ありがとうございます。そのほかにございますか。 

 ○○委員、お願いいたします。 
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【○○委員】  管理計画認定制度の今後ということで２点ほどあるのですけれども、こ

の制度は地方公共団体の推進計画ともきっちり連動している制度だと思います。これから

地方公共団体にしっかりとマンション施策を講じていただくためには、まず第一に、将来

立法も必要になるかと思う部分ですけれども、管理計画の策定と申請は義務にすべきで、

認定基準を満たさなければ認定申請しないというのは間違いで、策定と申請するのは全件、

そして、認定基準を満たしたものに関しては認定をして、それでそれなりのボーナスを与

えるということにしないと制度が活きません。一番問題なのは、策定もしない、認定申請

もしてこない、そういうマンションなので、地方公共団体がその実態を把握できないこと

になるので、策定と申請は義務づけたほうがいいのではないかというのが１点。 

 もう一つは、認定の効果なんですけれども、例えば認定申請をさせて、そして満たして

いないもの、あるいは認定申請すらしてこないところもあると思うんです。そういうこと

に対して、今できるのは指導、勧告、助言程度ですけれども、さらに、ほかの法令での命

令的なものではなくて、適正化法上の管理不全マンションの支援という意味での何らかの

命令的措置ができないか、ここまでの効果を持っておいたほうが将来的にはいいのではな

いかということを思いました。 

 以上です。 

【○○座長】  ありがとうございます。○○委員、そうしますと、申請というか、どち

らかというと行政への届出制度みたいなものでしょうかね。ちょっと意味が違うかもしれ

ませんが、確認です。 

【○○委員】  多分、立法の過程で、最初は届出制度的だったものが最終的に今の管理

計画の形になっているので、さっき言ったように、行政に情報を集めるという部分は非常

に大事だと私は思っています。 

【○○座長】  ありがとうございます。神戸市では届出制度と管理計画認定制度が連携

していますよね。計画認定を受けるには、まず届出をしっかりしてくださいという形で。

届出していただくのを当たり前にしていくというのもあるかと思いました。ありがとうご

ざいます。 

 ○○委員、お願いします。 

【○○委員】  先ほど助言、指導について御質問させていただいたんですけれども、今

の○○委員の発言ともちょっと関連するんですけれども、届出とかが特にない状況でどの

程度管理実態を自治体が把握しているかということも、つまり、今後届出の制度が必要か
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どうかということを検討するに当たってということなんですけれども、助言、指導がどの

程度動いているのかというのが実はよく分からないところがありまして、それで先ほど６

件あるというので、ああ、あるんだと思って聞いたんですけれども、助言、指導というの

があまり機能できてないんじゃないかなと思っておりまして、その点についてどの程度機

能しているかということをこのワーキングにおいてお示しいただけると、いろいろ検討し

やすいかなと思っております。 

【○○座長】  ありがとうございます。適正化法の助言、指導がどのぐらいあるのかと

いうのは私も興味深かったのですが、ぜひ一度調べて教えていただけたらと思います。 

 本当に私の不手際で、皆さんの熱い思いを全部受け止めてしまいましたもので、予定の

時間がすでに過ぎておりますが、絶対言っておきたいということがある方もおられると思

いますのでご発言をお願いします。大丈夫ですか。ご協力ありがとうございます。動き出

したばかりの管理計画認定制度でございますが、ますます普及し、マンションの管理の質

にどんどん寄与していける制度に皆さんと一緒に考えていきたいと思います。 

 私も先ほど、シンポジウムの御案内ありましたが、認定を受けたマンションなどにヒア

リングさせていただきまして、認定制度は市場で評価される以外にも効果がある。それか

ら、認定を受けたマンションの居住者へのアンケートをしまして、認定を受けたことでマ

ンションに対する思い入れが高まった、自分のマンションに対してより誇りを持てるよう

になったなど、非常にプラスの効果が出ていることを把握しております。つまり、市場で

評価される以外のプラスの評価が確実に見えてきておりますので、良い効果を見える化し

ていくことも必要かと思っているところでございます。皆様に御協力いただきましてあり

がとうございます。そうしましたら、終了予定時刻が既に来ておりますので、特にという

ことでなければこれまでとさせていただきます。長い時間のご議論、本当にありがとうご

ざいます。 

 それでは、本日の議事は以上になりますので、事務局に進行をお戻しいたします。お願

いいたします。 

【事務局】  ○○座長、委員の皆様方、ありがとうございました。今後のワーキンググ

ループの検討スケジュールについて、１点だけ、参考資料６に御紹介しておりますが、次

回のワーキンググループは２月２７日の１５時から１７時で開催する予定となっておりま

して、次回の取り扱う議題は、標準管理規約については、今日の御議論を踏まえて、可能

なところはまとめてパブリックコメントを行っている途中でございますので、メインは今
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回の引き続き管理計画認定制度の在り方に関して御議論できればと思っております。その

後、令和６年３月、第６回を開催して、標準管理規約の見直し案に関してや、今回議論し

ている管理計画認定制度の在り方について一定の取りまとめを３月に行えたらいいなと、

そういったスケジュール感で進めていければと考えております。本日のワーキンググルー

プの議事概要につきましては、国土交通省のホームページに後日公開する予定となってお

ります。 

 以上をもちまして、第４回標準管理規約の見直し及び管理計画認定制度のあり方に関す

るワーキンググループを閉会いたします。本日は誠にありがとうございました。 

 

―― 了 ―― 


